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組織図
（平成２４年１月４日現在）
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当中間期におきましては、欧州の債務危機や東日本大震
災の影響により国内外の経済・金融市場が不安定となった
厳しい業務環境の中、中期経営計画の２年目としてお客様
の投融資ニーズや市場環境に応じた運用商品の提案、資産
流動化・管理ニーズへの対応など、引き続き当社が強みと
する分野への信託機能等の提供に努めるとともに、お客様
への誠実なフォローを行って受託者責任を適切に果たして
まいりました。
また、相続・遺言関連業務におきましては、系統信用事

業の顧客基盤維持および強化に向けた取組みを進めるとと
もに、JA組合員の遺言信託へのニーズに適切に対応し、JA
の資産相談業務サポートを行ってまいりました。
こうした取組みの結果、当中間期の業容・業績は次のと

おりとなりました。

信託財産につきましては、当中間期末残高は前年同期比２
兆３５７億円増の１４兆３，７２４億円となりました。このうち、
有価証券の信託は同２兆６，０９２億円増の１０兆２，６５１億円、
金銭信託以外の金銭の信託は同２，６４４億円減の２兆１，３８２
億円、金銭債権の信託は同１，７１９億円減の７，２１３億円、投
資信託は同９０２億円減の６，７４５億円、包括信託は同３８２億
円減の３，５４９億円、年金信託は同７６億円減の８２２億円とな
りました。
損益の状況につきましては、信託報酬は収益環境の悪化

等を主因として前年同期比２２９百万円減の１，３２３百万円と
なり、経常収益は同２３４百万円減の１，６０１百万円となりま
した。一方、経常費用は同５百万円減の１，４１８百万円とな
り、経常利益は同２２９百万円減の１８２百万円、中間純利益
は同１３９百万円減の１０４百万円となりました。
平成２４年１月４日現在、遺言信託代理店については４９

の JA・信農連、信託契約代理店については、１４の信農連が
参加しています。

経済環境等の不透明感が引き続き強い中、当社が信託銀
行としての競争力を強化し着実な成長を遂げるためには、お
客様のニーズを的確に把握し、付加価値ある信託機能等を
発揮するとともに、環境変化に柔軟かつ機動的に対応した
業務展開を進めることが必要であると認識しております。
これらを実現するため、平成２２年度から「中期経営計画

（平成２２年度～平成２４年度）」をスタートさせました。当
社は同計画で掲げた「農林中金・系統の信託銀行としてふ
さわしい役割の発揮」「農林中金グループの信託銀行として
の特性を活かした成長戦略の実践」「経営管理基盤・業務基
盤の一層の充実」の実現に向け、さらに全力を尽くしてま
いります。

相続・遺言関連業務については、次世代にわたる組合員
顧客との長期的な信頼関係維持を見据えた業務態勢整備を
引き続き進めてまいります。また、森林再生、自然ふれあ
い教育振興、郷土芸能振興、福祉支援等を目的とした公益
信託を通じて系統のCSR活動を支援していきます。
さらに、信託銀行としての社会的責任と公共的使命を果

たすべく、信託法、金融商品取引法、金融円滑化法等をは
じめとする関連諸法令を踏まえたコンプライアンス態勢や
内部管理態勢の一層の高度化を図ってまいります。
以上の取組みを通して、当社はお客様のご期待にお応え

できるよう業務に邁進する所存です。

業績の概要
事業の概況

対処すべき課題

主要な経営指標の推移

（単位：百万円）

平成２１年９月期 平成２２年９月期 平成２３年９月期 平成２２年３月期 平成２３年３月期

経 常 収 益 ３，１４８ １，８３５ １，６０１ ５，１３５ ３，６０６

経 常 利 益 １，８６６ ４１１ １８２ ２，３６５ ７７４

中 間（ 当 期 ）純 利 益 １，１０１ ２４３ １０４ １，３７５ ４３８

資 本 金 ２０，０００ ２０，０００ ２０，０００ ２０，０００ ２０，０００

（ 発 行 済 株 式 総 数 ） ４００千株 ４００千株 ４００千株 ４００千株 ４００千株

純 資 産 額 ３１，５８７ ３２，２４８ ３２，４９９ ３１，９３５ ３２，３７５

総 資 産 額 ４０，１９５ ３９，９５１ ４０，４８１ ４３，７２４ ４０，４８０

預 金 残 高 ― ― ― ― ―

貸 出 金 残 高 ― ― ― ― ―

有 価 証 券 残 高 ２８，８００ ２９，５１７ ２７，３０１ ２７，８３２ ２９，９３６

単体自己資本比率（国内基準） ２０２．４０％ ２５１．６９％ ３０４．８１％ ２３３．５３％ ２７４．４６％

従 業 員 数 １３１人 １２６人 １２１人 １２８人 １２４人

信 託 報 酬 ２，９６７ １，５５２ １，３２３ ４，７３３ ３，００８

信 託 財 産 額 １１，０３８，４５６ １２，３３６，６８３ １４，３７２，４６６ １０，６５７，０８５ １２，０３２，９０５

信 託 勘 定 貸 出 金 残 高 １，２３１，９３８ ６７４，４００ ３９５，９００ ８０２，３６０ ５６６，３４１

信 託 勘 定 有 価 証 券 残 高 ２１８，１３５ ２１１，３０１ ２０４，９９３ ２１８，２２３ ２１２，７６０
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（単位：百万円）

科 目 平成２２年９月期 平成２３年９月期 科 目 平成２２年９月期 平成２３年９月期

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 預 け 金 ８，８７９ １１，６５２ 信 託 勘 定 借 ７，０４８ ７，２６４

有 価 証 券 ２９，５１７ ２７，３０１ そ の 他 負 債 ４１２ ４２４

そ の 他 資 産 ９９７ ９３５ 未 払 法 人 税 等 １４８ １３１

有 形 固 定 資 産 ２５８ ２１３ そ の 他 の 負 債 ２６３ ２９３

無 形 固 定 資 産 ２３７ ２６９ 賞 与 引 当 金 １１５ １４６

繰 延 税 金 資 産 ６０ １０８ 退 職 給 付 引 当 金 ８７ １１５

役員退職慰労引当金 ３８ ３０

負 債 の 部 合 計 ７，７０２ ７，９８１

（ 純 資 産 の 部 ）

資 本 金 ２０，０００ ２０，０００

利 益 剰 余 金 １２，１２３ １２，４２２

その他利益剰余金 １２，１２３ １２，４２２

繰越利益剰余金 １２，１２３ １２，４２２

株 主 資 本 合 計 ３２，１２３ ３２，４２２

その他有価証券評価差額金 １２５ ７６

評価・換算差額等合計 １２５ ７６

純 資 産 の 部 合 計 ３２，２４８ ３２，４９９

資 産 の 部 合 計 ３９，９５１ ４０，４８１ 負債及び純資産の部合計 ３９，９５１ ４０，４８１

中間損益計算書

（単位：百万円）

平成２２年９月期 平成２３年９月期

経 常 収 益 １，８３５ １，６０１

信 託 報 酬 １，５５２ １，３２３

資 金 運 用 収 益 １３９ １１９

（ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ） （１３３） （１１５）

役 務 取 引 等 収 益 １００ １３９

そ の 他 業 務 収 益 ３７ １０

そ の 他 経 常 収 益 ４ ８

経 常 費 用 １，４２３ １，４１８

資 金 調 達 費 用 １ ０

役 務 取 引 等 費 用 １９８ １８８

営 業 経 費 １，１７５ １，２２９

そ の 他 経 常 費 用 ４８ ０

経 常 利 益 ４１１ １８２

特 別 損 失 ０ １

税 引 前 中 間 純 利 益 ４１１ １８１

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 １１９ １０５

法 人 税 等 調 整 額 ４９ △２８

法 人 税 等 合 計 １６８ ７７

中 間 純 利 益 ２４３ １０４

財務諸表
中間貸借対照表
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中間株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

平成２２年９月期 平成２３年９月期

株主資本

資本金

当期首残高 ２０，０００ ２０，０００

当中間期変動額

当中間期変動額合計 ― ―

当中間期末残高 ２０，０００ ２０，０００

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 １１，８７９ １２，３１８

当中間期変動額

中間純利益 ２４３ １０４

当中間期変動額合計 ２４３ １０４

当中間期末残高 １２，１２３ １２，４２２

利益剰余金合計

当期首残高 １１，８７９ １２，３１８

当中間期変動額

中間純利益 ２４３ １０４

当中間期変動額合計 ２４３ １０４

当中間期末残高 １２，１２３ １２，４２２

株主資本合計

当期首残高 ３１，８７９ ３２，３１８

当中間期変動額

中間純利益 ２４３ １０４

当中間期変動額合計 ２４３ １０４

当中間期末残高 ３２，１２３ ３２，４２２

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 ５５ ５６

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） ６９ １９

当中間期変動額合計 ６９ １９

当中間期末残高 １２５ ７６

評価・換算差額等合計

当期首残高 ５５ ５６

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） ６９ １９

当中間期変動額合計 ６９ １９

当中間期末残高 １２５ ７６

純資産合計

当期首残高 ３１，９３５ ３２，３７５

当中間期変動額

中間純利益 ２４３ １０４

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） ６９ １９

当中間期変動額合計 ３１３ １２４

当中間期末残高 ３２，２４８ ３２，４９９
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（単位：千株）

当事業年度
期首株式数

当中間会計期
間増加株式数

当中間会計期
間減少株式数

当中間会計期
間末株式数 摘 要

発行済株式
普通株式 ４００ ― ― ４００
合計 ４００ ― ― ４００

（単位：百万円）
中間貸借対照表

計上額 時 価 差 額

（１）現金預け金 １１，６５２ １１，６５２ ―
（２）有価証券 ２６，１２０ ２６，１７５ ５４
満期保有目的の債券 ５，５１０ ５，５６５ ５４
その他有価証券 ２０，６０９ ２０，６０９ ―

資 産 計 ３７，７７３ ３７，８２８ ５４
（１）信託勘定借 ７，２６４ ７，２６４ ―

負 債 計 ７，２６４ ７，２６４ ―

（単位：百万円）

区 分 中間貸借対照表計上額
非上場株式（＊） １，１８０

合 計 １，１８０

私は、当社の平成２３年４月１日から平成２３年９月３０日までの第１７期中間事業年度にかかる財務諸表について、すべての重要な点において、
適正に表示されていることを確認いたしました。なお、内部監査部署にて、内部管理態勢の適切性と有効性の検証・評価を定期的に実施し、重要
な事項は取締役会等へ報告する体制により、財務諸表の適正性の確保を図っております。

平成２４年１月１７日 代表取締役社長

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
１．有価証券の評価基準および評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却
原価法（定額法）、その他有価証券のうち時価のあるものについては中間決
算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により
算定）、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動
平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処
理しております。

２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産

有形固定資産は、定率法（ただし、平成１０年４月１日以後に取得した建
物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用し、年間減価償却費
見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 ８年～５０年 その他 ４年～１５年

（２）無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフ
トウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいて償却
しております。

３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上す
ることとしております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査
に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４
号）に規定する正常先債権および要注意先債権に相当する債権については、
一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出
した貸倒実績率等に基づき引き当てることとしております。破綻懸念先債
権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額および保
証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き
当てることとしております。破綻先債権および実質破綻先債権に相当する
債権については、債権額から、担保の処分可能見込額および保証による回
収可能見込額を控除した残額を引き当てることとしております。特定海外
債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を
特定海外債権引当勘定として引き当てることとしております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下
に資産査定部署が資産査定を実施しており、その査定結果により上記の引
当を行うこととしております。
なお、当中間期末において貸倒引当金の残高はございません。

（２）賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞
与の支給見込額のうち、当中間期に帰属する額を計上しております。

（３）退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当中間期末における
要支給額に相当する額を引き当てております。

（４）役員退職慰労引当金
役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員
に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間期末までに発生している
と認められる額を計上しております。

４．消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、
資産にかかる控除対象外消費税等は当中間期の費用に計上しております。

追加情報
当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正
から「会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第
２４号平成２１年１２月４日）および「会計上の変更および誤謬の訂正に関す
る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第２４号平成２１年１２月４日）
を適用しております。なお、これによる当中間期への影響はありません。

注記事項
（中間貸借対照表関係）
１．日本銀行当座預金決済にかかる当座借越取引の担保とした有価証券２１，３７１
百万円を差し入れております。また、その他の資産のうち保証金は２６百万
円であります。

２．有形固定資産の減価償却累計額 ４０９百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）
発行済株式の種類および総数に関する事項

（金融商品関係）
１．金融商品の時価等に関する事項
平成２３年９月３０日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの
差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難
と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。

（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金預け金

これらはすべて満期のない預け金であり、時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該帳簿価額を時価としております。

（２）有価証券
債券・投資信託は取引所の価格または取引金融機関等から提示された価格
によっております。株式については、すべて時価を把握することが極めて
困難と認められる非上場株式であるため時価開示の対象としておりませ
ん。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、８ページ「有
価証券の時価等情報―平成２３年９月期」に記載しております。

負 債
（１）信託勘定借

信託勘定借については、信託勘定の余裕金または未運用元本を銀行勘定経
由で運用を行う場合の勘定であり、約定期間の定めはなく、中間決算日に
おいて返済を行う場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおり
であり、金融商品の時価情報の「資産（２）その他有価証券」には含ま
れておりません。

（＊）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難であると認められることから時価開示の対象とはしておりません。

（有価証券関係）
有価証券関係については８ページ「有価証券の時価等情報―平成２３年９月
期」のとおりであります。

（税効果会計関係）
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、以下のと
おりであります。なお、その他有価証券評価差額金については、評価差損
および評価差益の各合計額を相殺した後の純額を表示しております。

繰延税金資産
賞与引当金 ５９百万円
退職給付引当金 ４６
未払事業税 １７
減価償却損金算入限度超過額 １６
役員退職慰労引当金 １２
その他 ８

繰延税金資産合計 １６１
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 ５２
繰延税金負債合計 ５２
繰延税金資産の純額 １０８百万円

（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額 ８１，２４８円７６銭
１株当たり中間純利益金額 ２６０円４２銭

財務諸表の適正性および作成に係る内部監査の有効性についての確認

（平成２３年９月期）
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主要な業務の状況
業務粗利益等

資金運用・調達勘定の平均残高等

受取利息・支払利息の増減

利益率

（単位：百万円）

項 目
平成２２年９月期 平成２３年９月期

平均残高 利息 利回り 平均残高 利息 利回り
資 金 運 用 勘 定 ４１，４６８ １３９ ０．６７％ ３６，２９７ １１９ ０．６５％
国 内 業 務 ３９，２６８ １２８ ０．６５％ ３４，０９８ １０８ ０．６３％
国 際 業 務 ２，１９９ １０ ０．９８％ ２，１９９ １０ ０．９４％

資 金 調 達 勘 定 ８，５９８ １ ０．０３％ ５，０４８ ０ ０．０１％
国 内 業 務 ８，５９８ １ ０．０３％ ５，０４８ ０ ０．０１％
国 際 業 務 ― ― ― ― ― ―

資金運用収支・資金粗利鞘 １３８ ０．６３％ １１８ ０．６３％
国 内 業 務 １２７ ０．６１％ １０８ ０．６１％
国 際 業 務 １０ ０．９８％ １０ ０．９４％

（注）貸出金の取扱残高はありません。

（単位：百万円）

項 目
平成２２年９月期 平成２３年９月期

残高による増減 利率による増減 純増減 残高による増減 利率による増減 純増減
受 取 利 息 △９ ２３ １３ １５ △３６ △２０
国 内 業 務 △２ １８ １６ １５ △３５ △２０
国 際 業 務 △４ １ △２ ０ △０ △０

支 払 利 息 ０ △０ ０ △０ △０ △１
国 内 業 務 ０ △０ ０ △０ △０ △１
国 際 業 務 ― ― ― ― ― ―

（注）１．残高および利率の増減要因が重なる部分については、両者の増減割合に応じて按分しております。
２．受取利息および支払利息については、一部について業務別に増減を相殺しているため、国内業務と国際業務の合計額
が合計欄と一致しない場合があります。

（単位：％）

項 目 平成２２年９月期 平成２３年９月期
総 資 産 経 常 利 益 率 ２．０２ ０．９７
資 本 経 常 利 益 率 ２．６１ １．１４
総 資 産 中 間 純 利 益 率 １．１９ ０．５５
資 本 中 間 純 利 益 率 １．５４ ０．６５

（注）１．総資産経常（中間純）利益率＝経常（中間純）利益／総資産平均残高×１００×３６５÷１８３
２．資本経常（中間純）利益率＝経常（中間純）利益／純資産勘定平均残高×１００×３６５÷１８３

（単位：百万円）

項 目
平成２２年９月期 平成２３年９月期

全社計 国内業務 国際業務 全社計 国内業務 国際業務
信 託 報 酬 １，５５２ １，５５２ ― １，３２３ １，３２３ ―
資 金 運 用 収 支 １３８ １２７ １０ １１８ １０８ １０
資 金 運 用 収 益 １３９ １２８ １０ １１９ １０８ １０
資 金 調 達 費 用 １ １ ― ０ ０ ―

役 務 取 引 等 収 支 △９７ １０ △１０８ △４９ ５２ △１０１
役 務 取 引 等 収 益 １００ １００ ― １３９ １３９ ―
役 務 取 引 等 費 用 １９８ ９０ １０８ １８８ ８７ １０１

そ の 他 業 務 収 支 ３７ ３７ ― １０ １０ ―
そ の 他 業 務 収 益 ３７ ３７ ― １０ １０ ―
そ の 他 業 務 費 用 ― ― ― ― ― ―

業 務 粗 利 益 １，６３０ １，７２８ △９７ １，４０３ １，４９４ △９１
業 務 粗 利 益 率 ８．２２％ ９．２２％ △８．８３％ ７．７１％ ８．７４％ △８．２５％
業 務 純 益 ４６５ ５６２ △９７ １８３ ２７４ △９１

（注）業務粗利益率＝（業務粗利益÷資金運用勘定平均残高）×１００×３６５÷１８３
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有価証券の状況
有価証券の種類別残高

（単位：百万円）
科 目 平成２２年９月期 平成２３年９月期

給 料 ・ 手 当 ６０２ ６８６
役 員 退 職 慰 労 金 ９ ９
退 職 給 付 費 用 １５ １８
福 利 厚 生 費 ７７ ８０
減 価 償 却 費 ７４ ６６
土 地 建 物 機 械 賃 借 料 １０７ １０５
営 繕 費 １０ ０
消 耗 品 費 １１ ８
給 水 光 熱 費 ４ ３
旅 費 ３３ ３９
通 信 費 ６ ６
広 告 宣 伝 費 ０ ０
諸会費・寄付金・交 際 費 １６ １５
租 税 公 課 ４３ ３８
そ の 他 １６１ １４９
合 計 １，１７５ １，２２９

営業経費の内訳

（単位：百万円）

種 類
平成２２年９月期 平成２３年９月期

期末残高 平均残高 期末残高 平均残高
国 債 ２１，９４８ ２０，６９８ ２１，３７１ ２３，６６４

国 内 業 務 ２１，９４８ ２０，６９８ ２１，３７１ ２３，６６４
国 際 業 務 ― ― ― ―

社 債 ４，０４５ ３，７９１ ２，５２７ ２，５１１
国 内 業 務 ４，０４５ ３，７９１ ２，５２７ ２，５１１
国 際 業 務 ― ― ― ―

株 式 １，２８０ １，２８０ １，１８０ １，１８８
国 内 業 務 １，２８０ １，２８０ １，１８０ １，１８８
国 際 業 務 ― ― ― ―

外 国 証 券 ２，１８９ ２，１９９ ２，１７８ ２，１９９
国 内 業 務 ― ― ― ―
国 際 業 務 ２，１８９ ２，１９９ ２，１７８ ２，１９９

そ の 他 の 証 券 ５３ ３３ ４２ ４９
国 内 業 務 ５３ ３３ ４２ ４９
国 際 業 務 ― ― ― ―

合 計 ２９，５１７ ２８，００３ ２７，３０１ ２９，６１４
国 内 業 務 ２７，３２７ ２５，８０３ ２５，１２２ ２７，４１４
国 際 業 務 ２，１８９ ２，１９９ ２，１７８ ２，１９９

（単位：百万円）

種 類
平成２３年９月期

１年以内 １年超５年以内 ５年超１０年以内 １０年超 期間の定めのないもの 合計
債 券 ５，０１５ １７，８１６ １，０６７ ― ― ２３，８９９

国 債 ４，００４ １６，２９９ １，０６７ ― ― ２１，３７１
社 債 １，０１０ １，５１７ ― ― ― ２，５２７

株 式 ― ― ― ― １，１８０ １，１８０
外 国 証 券 ― ２，０００ ― ― １７７ ２，１７８
そ の 他 の 証 券 ― ４２ ― ― ― ４２
合 計 ５，０１５ １９，８６０ １，０６７ ― １，３５８ ２７，３０１

（単位：百万円）

種 類
平成２２年９月期

１年以内 １年超５年以内 ５年超１０年以内 １０年超 期間の定めのないもの 合計
債 券 ５，０１７ １８，２６４ ２，７１２ ― ― ２５，９９３

国 債 ３，５１６ １５，７２０ ２，７１２ ― ― ２１，９４８
社 債 １，５０１ ２，５４３ ― ― ― ４，０４５

株 式 ― ― ― ― １，２８０ １，２８０
外 国 証 券 ― ２，０１５ ― ― １７４ ２，１８９
そ の 他 の 証 券 ― ５３ ― ― ― ５３
合 計 ５，０１７ ２０，３３２ ２，７１２ ― １，４５５ ２９，５１７

有価証券の種類別・残存期間別残高
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有価証券の時価等情報

その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）

種 類
平成２２年９月期 平成２３年９月期

取得原価 中間貸借対
照表計上額 評価差額 取得原価 中間貸借対

照表計上額 評価差額
うち益 うち損 うち益 うち損

債 券 １７，７５０ １７，９７０ ２１９ ２１９ ― １８，２３０ １８，３８８ １５８ １５８ ０
国 債 １３，７３４ １３，９２４ １８９ １８９ ― １５，７２１ １５，８６０ １３９ １３９ ０
社 債 ４，０１６ ４，０４５ ２９ ２９ ― ２，５０８ ２，５２７ １８ １８ ―

外 国 証 券 ２，２００ ２，１８９ △１０ １５ ２５ ２，２００ ２，１７８ △２１ ０ ２２
そ の 他 の 証 券 ５０ ５３ ３ ３ ― ５０ ４２ △７ ― ７
合 計 ２０，０００ ２０，２１２ ２１２ ２３７ ２５ ２０，４８０ ２０，６０９ １２９ １５９ ３０

当中間事業年度中に売却したその他有価証券 （単位：百万円）

種 類
平成２２年９月期 平成２３年９月期

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
株 式 ― ― ― ８８ ― ―
債 券 １，０３７ ３７ ― ５３５ １０ ―

国 債 ― ― ― ５３５ １０ ―
社 債 １，０３７ ３７ ― ― ― ―

合 計 １，０３７ ３７ ― ６２３ １０ ―
（注）平成２３年９月期における株式の売却損益につきましては、過年度に投資損失引当金を引当済であります。

時価評価されていない有価証券の内容および中間貸借対照表計上額 （単位：百万円）

種 類 平成２２年９月期 平成２３年９月期
その他有価証券
非 上 場 株 式 １，２８０ １，１８０

信託業務の状況
信託財産残高表

（単位：百万円）

資 産 平成２２年９月期 平成２３年９月期 負 債 平成２２年９月期 平成２３年９月期
貸 出 金 ６７４，４００ ３９５，９００ 指 定 金 銭 信 託 ８６０ ７９２
有 価 証 券 ２１１，３０１ ２０４，９９３ 特 定 金 銭 信 託 ３６，１８３ ３１，５６７
信 託 受 益 権 ２，５１５，４１３ ２，４３９，５８９ 年 金 信 託 ８９，９０７ ８２，２４９
受 託 有 価 証 券 ５，７１２，１１１ ８，３３８，４２５ 投 資 信 託 ７６４，７３８ ６７４，５２０
金 銭 債 権 １，０８３，７２３ ８９１，５７９ 金銭信託以外の金銭の信託 ２，４０２，７００ ２，１３８，２１１
有 形 固 定 資 産 ９７，６０５ １０１，０７９ 有 価 証 券 の 信 託 ７，６５５，９１０ １０，２６５，１６６
そ の 他 債 権 ７８９，２１３ ３８０，４１４ 金 銭 債 権 の 信 託 ８９３，３４８ ７２１，３８８
コ ー ル ロ ー ン ４１，５８４ ５３６，６０３ 土地及びその定着物の信託 ９９，８５７ １０３，６１２
銀 行 勘 定 貸 ７，０４８ ７，２６４ 包 括 信 託 ３９３，１７６ ３５４，９５７
現 金 預 け 金 １，２０４，２８０ １，０７６，６１６
資 産 合 計 １２，３３６，６８３ １４，３７２，４６６ 負 債 合 計 １２，３３６，６８３ １４，３７２，４６６
信託財産残高表注記（平成２３年９月期）
１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．信託受益権には、資産管理を目的として再信託を行っている金額２，１６４，０６９百万円を含んでおります。
３．元本補てん契約のある信託については、取扱残高はありません。

（単位：百万円）

平成２２年９月期 平成２３年９月期
国 債 ２０１ ２０１

満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円）

種 類
平成２２年９月期 平成２３年９月期

中間貸借対
照表計上額 時価 差額 中間貸借対

照表計上額 時価 差額
うち益 うち損 うち益 うち損

国 債 ８，０２３ ８，１３８ １１４ １１４ － ５，５１０ ５，５６５ ５４ ５４ －

（単位：百万円）

１年未満 １年以上２年未満 ２年以上５年未満 ５年以上 その他 合計
平 成 ２２ 年 ９ 月 期 ８，２７０ ― ２，３０５ ９，８４７ ― ２０，４２３
平 成 ２３ 年 ９ 月 期 ８，７２９ １，６９０ ― ９，８７５ ― ２０，２９４

◇金銭信託にかかる貸出金、財産形成給付信託、貸付信託の取扱残高はありません。

金銭信託等の有価証券の区分ごとの期末運用残高

金銭信託の信託期間別の元本残高
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自己資本の充実の状況（単体・国内基準）
自己資本比率等の状況

（１）自己資本の構成

（単位：百万円）

項 目 平成２２年９月期 平成２３年９月期

基 本 的 項 目

資 本 金 ２０，０００ ２０，０００

資 本 剰 余 金 ― ―

そ の 他 利 益 剰 余 金 １２，１２３ １２，４２２

そ の 他 有 価 証 券 の 評 価 差 損（ △ ）

基 本 的 項 目 か ら 控 除 し た 額（注）３ ― ―

計 （Ａ） ３２，１２３ ３２，４２２

うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券（注）４ ― ―

（基本的項目の額に対する当該出資の額の割合） ― ―

補 完 的 項 目 （Ｂ） ― ―

準補完的項目 （Ｃ） ― ―

自己資本総額 （Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ） （Ｄ） ３２，１２３ ３２，４２２

控 除 項 目

他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額 １，１８０ １，１８０

そ の 他 の 自 己 資 本 控 除 額 １３ １８

計 （Ｅ） １，１９４ １，１９８

自 己 資 本 額 （Ｄ）―（Ｅ） （Ｆ） ３０，９２８ ３１，２２３

リ ス ク・ア

セ ッ ト 等

資 産 （ オ ン ・ バ ラ ン ス ） 項 目 （Ｇ） ２，８０６ ２，３８６

オ フ ・ バ ラ ン ス 取 引 等 項 目 ― ―

オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額（（Ｉ）／８％） （Ｈ） ９，４８１ ７，８５７

（ 参 考 ） オ ペ レ ー シ ョ ナ ル ・ リ ス ク 相 当 額 （Ｉ） ７５８ ６２８

計 （Ｇ）＋（Ｈ） （Ｊ） １２，２８７ １０，２４３

単体自己資本比率（国内基準）＝（Ｆ）／（Ｊ）×１００ ２５１．６９％ ３０４．８１％

基本的項目比率（国内基準）＝（Ａ）／（Ｊ）×１００ ２６１．４１％ ３１６．５２％

単体総所要自己資本額＝（Ｊ）×４％ ４９１ ４０９

（注）１．「銀行法第１４条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるか

どうかを判断するための基準（平成１８年金融庁告示第１９号。以下「自己資本比率告示」という。）」に基づき算

出しております。また、平成２０年金融庁告示第７９号（平成１８年金融庁告示第１９号の特例）に基づき、その他

有価証券の評価差損につきましてはこれを反映させておりません。なお、平成２２年９月期および平成２３年９月

期は評価差損はありません。

２．当社は、信用リスク・アセット額の算出にあたっては標準的手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出に

あたっては粗利益配分手法を採用しております。

３．自己資本比率告示第４０条第１項第１号から第４号に規定される以下の項目です。

・のれんに相当する額

・営業権に相当する額

・企業結合により計上される無形固定資産に相当する額

・証券化取引により増加した自己資本に相当する額

４．自己資本比率告示第４０条第２項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う

蓋然性を有する株式等です。

９



（２）自己資本の充実度

所要自己資本の額

信用リスクに関する事項

（１）信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高およびエクスポージャーの主な種類別の内訳

ａ 地域別
（単位：百万円）

平成２２年９月期 平成２３年９月期

信用リスク
に 関 す る
エクスポー
ジャー

信用リスク
に 関 す る
エクスポー
ジャー

うち国債
うち

コールローン
うち現金
預け金

うち国債
うち

コールローン
うち現金
預け金

国 内 ３７，７５５ ２１，９４８ ― ８，８７９ ３８，３００ ２１，３７１ ― １１，６５２
国 外 ２，３２６ ― ― ― ２，２８５ ― ― ―

信 用 リ ス ク 期 末 残 高 計 ４０，０８２ ２１，９４８ ― ８，８７９ ４０，５８６ ２１，３７１ ― １１，６５２

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高は、証券化エクスポージャーに該当するものを除きます。

２．期末残高は当期のリスク・ポジションから大幅に乖離はしておりません。

（単位：百万円）

項目（標準的手法）
平成２２年９月期 平成２３年９月期

エクスポージャー
の期末残高

所要自己資本額
エクスポージャー
の期末残高

所要自己資本額

信 用 リ ス ク ４０，０８２ １，３０６ ４０，５８６ １，２９４
現 金 ― ― ― ―
我が国の中央政府及び中央銀行向け ２９，７１８ ― ３１，９１１ ―
外国の中央政府・中央銀行向け ０ ０ ４ ０
国 際 決 済 銀 行 等 向 け ― ― ― ―
我 が 国 の 地 方 公 共 団 体 向 け ― ― ― ―
外国の中央政府等以外の公共部門向け ― ― ― ―
国 際 開 発 銀 行 向 け ― ― ― ―
我 が 国 の 地 方 公 共 団 体 向 け ― ― ― ―
我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け ― ― ― ―
地 方 三 公 社 向 け ― ― ― ―
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け ８，０６７ ６４ ６，４５５ ５１
法 人 等 向 け ８５ ３ １１１ ４
中 小 企 業 等 向 け 及 び 個 人 向 け ― ― ― ―
抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン ― ― ― ―
不 動 産 取 得 等 事 業 向 け ― ― ― ―
３ ヶ 月 以 上 延 滞 等 ― ― ― ―
取 立 未 済 手 形 ― ― ― ―
信 用 保 証 協 会 等 に よ る 保 証 付 ― ― ― ―
株式会社産業再生機構による保証付 ― ― ― ―
出 資 等 １，４１４ １，１８９ １，３１４ １，１８５
証券化（オリジネーターの場合） ― ― ― ―
証券化（オリジネーター以外の場合） ― ― ― ―
複数の資産を裏付とする資産（所謂ファン
ド）のうち、個々の資産の把握が困難な資産 ２０４ ２５ １７６ ２７

上 記 以 外 ５９１ ２３ ６１２ ２４
オペレーショナル・リスク（粗利益配分手法） ３７９ ３１４
合 計 ４０，０８２ １，６８５ ４０，５８６ １，６０８

（注）１．所要自己資本額＝信用リスク・アセットの額×４％＋自己資本控除額

２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）、オフバランス取引および派生商品取引の

与信相当額です。

３．「証券化エクスポージャー」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある２以上のエクスポージャー

に階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。

４．「上記以外」には、固定資産等が含まれます。
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ｂ 業種別

（２）３ヶ月以上延滞エクスポージャーまたはデフォルトしたエクスポージャーの期末残高
該当事項はありません。

（３）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金および特定海外債権引当勘定の期末残高および期中の増減額
該当事項はありません。

（４）業種別の貸出金償却の額
該当事項はありません。

（単位：百万円）

平成２２年９月期 平成２３年９月期

信用リスク
に 関 す る
エクスポー
ジャー

信用リスク
に 関 す る
エクスポー
ジャー

うち国債
うち

コールローン
うち現金
預け金

うち国債
うち

コールローン
うち現金
預け金

法
人

製
造
業

食料、パルプ・紙、化学 ０ ― ― ― ０ ― ― ―

そ の 他 製 造 業 １ ― ― ― ０ ― ― ―

小 計 １ ― ― ― ０ ― ― ―

非
製
造
業

農 業 ・ 林 業 ・ 水 産 業 ― ― ― ― ― ― ― ―

建 設 業 ― ― ― ― ― ― ― ―

電気・ガス・熱供給・水道業 ５ ― ― ― ５ ― ― ―

情 報 通 信 業 ・ 運 輸 業 ２３ ― ― ― ２３ ― ― ―

卸 売 ・ 小 売 業 ０ ― ― ― ０ ― ― ―

各 種 サ ー ビ ス 業 ９ ― ― ― ９ ― ― ―

金 融 ・ 保 険 業 ９，６１７ ― ― １，１９３ ７，９７４ ― ― １，２０４

そ の 他 非 製 造 業 等 ３０，４２５ ２１，９４８ ― ７，６８６ ３２，５７２ ２１，３７１ ― １０，４４７

小 計 ４０，０８１ ２１，９４８ ― ８，８７９ ４０，５８５ ２１，３７１ ― １１，６５２

個 人 ― ― ― ― ― ― ― ―

合 計 ４０，０８２ ２１，９４８ ― ８，８７９ ４０，５８６ ２１，３７１ ― １１，６５２

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高は、証券化エクスポージャーに該当するものを除きます。

２．その他非製造業等には、中央政府、地方公共団体等を含みます。

ｃ 残存期間別
（単位：百万円）

平成２２年９月期 平成２３年９月期

信用リスク
に 関 す る
エクスポー
ジャー

信用リスク
に 関 す る
エクスポー
ジャー

うち国債
うち

コールローン
うち現金
預け金

うち国債
うち

コールローン
うち現金
預け金

１ 年 以 内 １４，８５５ ３，５１６ ― ８，８７９ １７，５６９ ４，００４ ― １１，６５２

１ 年 超 ３ 年 以 内 ９，０８９ ６，０５２ ― ― ６，０６２ ４，０６１ ― ―

３ 年 超 ５ 年 以 内 １１，２４０ ９，６６８ ― ― １３，７９９ １２，２３８ ― ―

５ 年 超 ７ 年 以 内 ２，７１２ ２，７１２ ― ― １，０６７ １，０６７ ― ―

７ 年 超 １０ 年 以 内 ― ― ― ― ― ― ― ―

１０ 年 超 ― ― ― ― ― ― ― ―

期 限 の 定 め の な い も の ２，１８４ ― ― ― ２，０８８ ― ― ―

合 計 ４０，０８２ ２１，９４８ ― ８，８７９ ４０，５８６ ２１，３７１ ― １１，６５２

（注）信用リスクに関するエクスポージャーの残高は、証券化エクスポージャーに該当するものを除きます。
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（５）リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャー

（単位：百万円）

リスク・ウェイト区分（％）
平成２２年９月期 平成２３年９月期

外部格付を
参照するもの

外部格付を
参照するもの

０％ ２９，７１８ ― ３１，９１１ ―

１０％ ― ― ― ―

２０％ ８，０４６ ２，０１５ ６，４４５ ２，０００

３５％ ― ― ― ―

５０％ ― ― ― ―

７５％ ― ― ― ―

１００％ ７７６ ― ７２４ ―

１５０％ ― ― ― ―

資本控除（注）２ ― ― ― ―

上記以外 ３４５ ― ３０７ ―

合 計 ３８，８８８ ２，０１５ ３９，３８７ ２，０００

（注）１．証券化エクスポージャーに該当するものを除きます。

２．資本控除は、自己資本比率告示第４３条第１項第２号および第５号（自己資本比率告示第１２７条および第１３６条第

１項において準用する場合に限る）の規定により資本控除した額であり、他の金融機関の資本調達手段の意図的な

保有相当額を除きます。

３．「上記以外」には、ルックスルー方式により信用リスク・アセットを計測するファンド等の資産が含まれておりま

す。

信用リスク削減手法に関する事項

現在、当社において該当する取引はありません。

派生商品取引および長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

現在、当社において該当する取引はありません。

証券化エクスポージャーに関する事項

該当事項はありません。
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銀行勘定における出資等または株式等エクスポージャーに関する事項

（１）中間貸借対照表計上額等

（２）出資等または株式等エクスポージャーの売却および償却にかかる損益の額
該当事項はありません。

（３）中間貸借対照表で認識され、かつ、中間損益計算書で認識されない評価損益の額
該当事項はありません。

（４）中間貸借対照表および中間損益計算書で認識されない評価損益の額
該当事項はありません。

（５）自己資本比率告示第１８条第１項第１号の規定により補完的項目に算入した額
該当事項はありません。

（単位：百万円）

平成２２年９月期 平成２３年９月期

中間貸借対照表
計上額

時価
中間貸借対照表
計上額

時価

上場株式等エクスポージャー ― ― ― ―

上記以外の株式等エクスポージャー １００ ―

（注）上記計数は、他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額（控除項目）を除いた計数です。

金利リスクに関する事項

金利リスクに関して内部管理上使用した金利ショックに対する損益または経済的価値の増減額
（単位：百万円）

平成２２年９月期 平成２３年９月期

当社が内部管理上使用した金利ショックに対する損益・経済的価値の
増減額（上方向の２００bp平行移動）

△１，７８５ △１，５３０
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当社が取り扱う投資一任業務や投資助言業務などの登録金融機関業務につきましては、現在のところ金融ADR制度上の「指定

紛争解決機関」は設置されておりません。しかし、その代替措置として、一般社団法人 全国銀行協会、もしくは下記の通り、当

社が加入する日本証券業協会および社団法人 日本証券投資顧問業協会から委託を受けた特定非営利活動法人 証券・金融商品

あっせん相談センター（FINMAC）を利用いただくこともできます。

名称
特定非営利活動法人

証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）

相談窓口の名称
証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）

０１２０―６４―５００５

（参照URL http : //www.nochutb.co.jp/gosoudan.html）

当社が契約している指定紛争解決機関

平成２２年１０月１日より金融ADR制度（金融分野における裁判外紛争解決制度）が導入され、金融機関との間に苦情・紛争処

理を必要とする事案が発生し、その解決がなかなか進まない場合の解決手段のひとつとして、同制度を利用いただけるようになり

ました。当社は金融ADR制度に基づき設置された下記の「指定紛争解決機関」に加盟しております。

当社が契約している指定紛争解決機関

根拠とする法令 銀行法 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

当社が契約している指定紛争解決機関 一般社団法人 全国銀行協会 一般社団法人 信託協会

連絡先

全国銀行協会相談室

０５７０―０１７１０９

０３―５２５２―３７７２

信託相談所

０１２０―８１７３３５

０３―３２４１―７３３５
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開示に関する項目（銀行法施行規則第十九条の二）

一 銀行の概況及び組織に関する次に掲げる事項

イ 経営の組織 ………………………………………………………………… C２

ロ 持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項

（１） 氏名 ………………………………………………………………… C２

（２） 各株主の持株数 …………………………………………………… C２

（３） 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合 …………… C２

ハ 取締役及び監査役の氏名及び役職名 …………………………………… －

ニ 会計参与の氏名又は名称 ………………………………………………… －

ホ 営業所の名称及び所在地 ………………………………………………… C２

ヘ 当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に関する事項 ……………… －

ト 外国における法第二条第十四項各号に掲げる行為の受託者に関す

る事項 ……………………………………………………………………… －

二 銀行の主要な業務の内容（信託業務の内容を含む） …………………… －

三 銀行の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの

イ 直近の中間事業年度における事業の概況 ………………………………２

ロ 直近の三中間事業年度及び二事業年度における主要な業務の状況

を示す指標

（１） 経常収益 ……………………………………………………………２

（２） 経常利益又は経常損失 ……………………………………………２

（３） 中間純利益若しくは中間純損失 …………………………………２

（４） 資本金及び発行済株式の総数 ……………………………………２

（５） 純資産額 ……………………………………………………………２

（６） 総資産額 ……………………………………………………………２

（７） 預金残高 ……………………………………………………………２

（８） 貸出金残高 …………………………………………………………２

（９） 有価証券残高 ………………………………………………………２

（１０） 単体自己資本比率 …………………………………………………２

（１１） 配当性向 …………………………………………………………… －

（１２） 従業員数 ……………………………………………………………２

（１３） 信託報酬 ……………………………………………………………２

（１４） 信託勘定貸出金残高 ………………………………………………２

（１５） 信託勘定有価証券残高 ……………………………………………２

（１６） 信託財産額 …………………………………………………………２

ハ 直近の二中間事業年度における業務の状況を示す指標

主要な業務の状況を示す指標

（１） 業務粗利益及び業務粗利益率 ……………………………………６

（２） 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用収

支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支 ……６

（３） 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用勘

定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金

利ざや ………………………………………………………………６

（４） 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの受取利息及

び支払利息の増減 …………………………………………………６

（５） 総資産経常利益率及び資本経常利益率 …………………………６

（６） 総資産中間純利益率及び資本中間純利益率 ……………………６

預金に関する指標

（１） 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、

定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高 …………… 該当なし

（２） 固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ご

との定期預金の残存期間別の残高 ……………………………… 該当なし

貸出金等に関する指標

（１） 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの手形貸付、

証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高 ………………… 該当なし

（２） 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残存期間別の

残高 ………………………………………………………………… 該当なし

（３） 担保の種類別（有価証券、債権、商品、不動産、保証及び

信用の区分をいう。）の貸出金残高及び支払承諾見返額……… 該当なし

（４） 使途別（設備資金及び運転資金の区分をいう。）の貸出金

残高 ………………………………………………………………… 該当なし

（５） 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 ………… 該当なし

（６） 中小企業等に対する貸出金残高及び貸出金の総額に占める

割合 ………………………………………………………………… 該当なし

（７） 特定海外債権残高の五パーセント以上を占める国別の残高 … 該当なし

（８） 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預貸率の期

末値及び期中平均値 ……………………………………………… 該当なし

有価証券に関する指標

（１） 商品有価証券の種類別（商品国債、商品地方債、商品政府

保証債及びその他の商品有価証券の区分をいう。）の平均

残高 ………………………………………………………………… 該当なし

（２） 有価証券の種類別（国債、地方債、短期社債、社債、株式、

外国債券及び外国株式その他の証券の区分をいう。）の残

存期間別の残高 ……………………………………………………７

（３） 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの有価証券の種

類別（国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及

び外国株式その他の証券の区分をいう。）の平均残高…………７

（４） 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預証率の期

末値及び期中平均値 ……………………………………………… 該当なし

信託業務に関する指標

（１） 信託財産残高表（注記事項を含む。）……………………………８

（２） 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託

（以下「金銭信託等」という。）の受託残高 ……………………８

（３） 元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託

された信託を含む。）の種類別の受託残高……………………… 該当なし

（４） 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高 ………………８

（５） 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの運

用残高 ………………………………………………………………８

（６） 金銭信託等に係る貸出金の科目別（証書貸付、手形貸付及

び割引手形の区分をいう。）の期末残高………………………… 該当なし

（７） 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高 ………………… 該当なし

（８） 担保の種類別（有価証券、債権、商品、不動産、保証及び

信用の区分をいう。）の金銭信託等に係る貸出金残高………… 該当なし

（９） 使途別（設備資金及び運転資金の区分をいう。）の金銭信託

等に係る貸出金残高 ……………………………………………… 該当なし

（１０） 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に

占める割合 ………………………………………………………… 該当なし

（１１） 中小企業等に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出

金の総額に占める割合 …………………………………………… 該当なし

（１２） 金銭信託等に係る有価証券の種類別（国債、地方債、短期

社債、社債及び株式その他の証券の区分をいう。）の残高……８

四 銀行の業務の運営に関する次に掲げる事項

イ リスク管理の体制 ………………………………………………………… －

ロ 法令遵守の体制 …………………………………………………………… －

索引（法定開示項目一覧）
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ハ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

（１） 指定紛争解決機関が存在する場合 当該銀行が法十二条の

三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置

を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解

決機関の商号又は名称 ……………………………………………１４

（２） 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該銀行の法第十二

条の三第一項第二号に定める苦情処理措置および紛争解決

措置の内容 …………………………………………………………１４

五 銀行の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項

イ 中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書 …３～５

ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額

（１） 破綻先債権に該当する貸出金 …………………………………… 該当なし

（２） 延滞債権に該当する貸出金 ……………………………………… 該当なし

（３）３ヶ月以上延滞債権に該当する貸出金 ………………………… 該当なし

（４） 貸出条件緩和債権に該当する貸出金 …………………………… 該当なし

ハ 元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された

信託を含む。）に係る貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヶ月

以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにそ

の合計額 …………………………………………………………………… 該当なし

ニ 自己資本の充実の状況 ……………………………………………………９～１３

ホ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益

（１） 有価証券 ……………………………………………………………８

（２） 金銭の信託 ………………………………………………………… 該当なし

（３） 第十三条の三第一項第五号に掲げる取引 ……………………… 該当なし

ヘ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 ……………………………… 該当なし

ト 貸出金償却の額 …………………………………………………………… 該当なし

チ 法第二十条第一項の規定により作成した書面について会社法第三

百九十六条第一項による会計監査人の監査を受けている場合には

その旨 ……………………………………………………………………… －

リ 銀行が中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動

計算書について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき

公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨 … 該当なし

ヌ 単体自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合には

その旨 ……………………………………………………………………… 該当なし

六 中間事業年度の末日において、当該銀行が将来にわたって事業活動を

継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その

他当該銀行の経営に重要な影響を及ぼす事象 ……………………………… 該当なし

２ 外国銀行支店に係る銀行法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令

で定めるもの …………………………………………………………………… －

資産の査定に関する事項

（金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則）

対象となる債権その他の資産はありません。

単体自己資本比率を算出する銀行における事業年度の開示事項（銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニに基づく平成十九年金融庁告示第十五号第二条第二項および第三項）

１定性的な開示事項

一 自己資本調達手段の概要 ……………………………………………………… －
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